
                      平成１８年９月２９日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

売上金入金機 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、紙幣計数機と硬貨計数機の電源部を共通化して、１つの筐体に組み込

んだものである。硬貨部を外付けとしたモデルもある。 

  

○構造、仕様、意匠 

 電源部、本体部、紙幣部、硬貨部より構成されており、電源部と本体部は共用。

 本体部には、表示部・印字部があり、紙幣及び硬貨用の集金箱が備えられてい

て、通常はロック状態にある。 

紙幣部及び硬貨部は、電源部から電源の供給を受けるとともに、本体部と信号

（動作指令等）の送受がある。 

定格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、１５０Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

小売店舗、スーパーマーケット、パチンコ店等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「紙幣計数機」として取

り扱う。 

 

（理由） 

 本製品の紙幣部及び硬貨部は、電源部から電源の供給を受けるとともに、本体

部と信号の送受があることから、電源部、本体部、紙幣部、硬貨部は一体不可分

と捉えるのが相当であり、総体を「紙幣計数機」として取り扱うことが妥当と判

断する。 

なお、このことは、硬貨部が外付けであっても同様である。 

 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


